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税
理
士

佐
飛　

淳
一

経税部経税部
だよりだより

日
本
版
イ
ン
ボ
イ
ス
制
で
５
０
０
万
事
業
者
が
存
亡
の
危
機
に

０
０
万
の
事
業
所
に
な
り
ま

す
。
イ
ン
ボ
イ
ス
制
が
実
施

さ
れ
る
と
、
登
録
事
業
者
と

な
り
、消
費
税
の
申
告
・
納
税

を
行
う
か
、
免
税
事
業
者
と

し
て
取
引
か
ら
排
除
さ
れ
て

い
く
か
、
い
ず
れ
か
の
道
を

選
択
せ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。

　

開
業
２
年
間
は
、
原
則
と

　

消
費
税
の
免
税
事
業
者

は
、法
人
・
個
人
あ
わ
せ
て
５

　

保
険
診
療
収
入
は
、
消
費

税
は
非
課
税
で
す
。
歯
科
の

自
費
診
療
収
入
、
予
防
接
種

や
自
費
の
健
診
、
物
品
の
販

売
な
ど
の
収
入
は
、
消
費
税

の
課
税
取
引
と
な
り
ま
す
。

多
く
の
先
生
方
は
、
自
費
収

入
が
１
０
０
０
万
円
を
超
え

る
こ
と
も
な
く
、
免
税
事
業

者
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

イ
ン
ボ
イ
ス
制
が
実
施
と

な
る
と
ど
う
な
る
の
か
。
一

般
の
事
業
所
が
、
従
業
員
の

福
利
厚
生
活
動
と
し
て
健
診

や
予
防
接
種
を
行
う
場
合
は

ど
う
な
る
か
。
先
生
方
が
登

録
事
業
者
で
な
い
と
、
事
業

所
は
そ
の
分
の
仕
入
税
額
控

除
が
で
き
ま
せ
ん
。
登
録
事

業
者
の
医
療
機
関
に
変
更
す

る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

　

一
般
の
患
者
さ
ん
に
対
し

て
健
診
や
予
防
接
種
の
領
収

っ
て
い
ま
せ
ん
。

　

Ａ
社
は
例
①
の
ま
ま
で

す
。

　

Ｂ
社
は
、
Ａ
社
の
外
注
費

８
８
０
万
円
の
内
、
消
費
税

分
80
万
円
は
仕
入
税
額
控
除

が
で
き
ま
せ
ん
。
消
費
税
の

納
税
は
２
８
０
万
円
と
な

り
、
80
万
円
増
え
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。
ま
た
、
会
社
の

利
益
も
、
80
万
円
負
担
増
と

な
り
ま
す
。
差
引
80
万
円
の

赤
字
と
な
り
ま
す
（
例

③
）。
下
請
や
仕
入
先
な
ど

が
登
録
事
業
で
な
い
場
合

は
、
課
税
仕
入
に
係
る
消
費

税
は
控
除
で
き
な
い
た
め
、

そ
の
分
自
腹
を
切
る
こ
と
に

な
る
の
で
す
。

⑵　

Ｂ
社
か
ら
「
登
録
事
業

者
で
な
い
な
ら
ば
、
取
引
は

中
止
す
る
」
と
言
わ
れ
た
の

で
、
Ａ
社
は
税
務
署
へ
消
費

税
の
事
業
者
登
録
を
行
い
ま

す
。
登
録
事
業
者
番
号
を
交

付
さ
れ
、
適
格
請
求
書
の
発

行
事
業
者
と
な
り
ま
す
。

　

Ａ
社
は
、
消
費
税
の
申
告

・
納
税
を
行
う
こ
と
に
な
り

ま
す
（
例
④
）。
40
万
円
の

　

Ａ
社
は
、
免
税
事
業
者
で

消
費
税
の
申
告
・
納
税
は
あ

り
ま
せ
ん
（
例
①
）。
利
益

は
０
円
で
す
。
Ｂ
社
の
下
請

会
社
で
す
。

　

Ｂ
社
は
Ａ
社
の
親
会
社

で
、
消
費
税
を
申
告
し
、
２

０
０
万
円
納
税
し
て
い
ま
す

（
例
②
）。

⑴　

イ
ン
ボ
イ
ス
制
が
実
施

さ
れ
ま
し
た
が
、
Ａ
社
は
、

消
費
税
の
事
業
者
登
録
を
行

　

日
本
版
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度

で
あ
る
「
適
格
請
求
書
等
保

存
方
式
」
は
、
２
０
２
３
年

か
ら
実
施
と
な
り
、
６
年
間

の
経
過
措
置
を
経
て
２
０
２

９
年
10
月
に
は
完
全
実
施
と

な
り
ま
す
。

　

消
費
税
は
零
細
な
事
業
者

の
事
務
や
納
税
の
負
担
を
軽

減
す
る
た
め
、
小
規
模
事
業

者
の
免
税
制
度
を
設
け
て
い

ま
す
。
基
準
期
間
（
２
年

前
）
の
売
上
が
１
０
０
０
万

円
以
下
の
場
合
は
、
申
告
・

納
税
が
免
除
さ
れ
ま
す
。
免

　

増
税
と
同
時
に
イ
ン
ボ
イ

ス
制
の
導
入
が
予
定
さ
れ
て

い
ま
す
。
複
数
税
率
の
下
で

は
、
帳
簿
に
よ
る
税
額
計
算

は
大
変
困
難
で
す
。
そ
こ

で
、
８
％
と
10
％
の
税
額
が

記
載
さ
れ
た
「
適
格
請
求

書
」（
資
料
②
）
に
基
づ
い

て
消
費
税
の
申
告
、
納
税
を

行
う
制
度
で
す
。

　

適
格
請
求
書
を
発
行
す
る

事
業
者
は
、
税
務
署
へ
の
登

録
や
届
出
が
必
要
で
す
。
登

録
事
業
者
に
対
し
て
、
税
務

署
は
「
登
録
事
業
者
番
号
」

を
交
付
し
ま
す
。
事
業
者

　

消
費
税
は
１
９
８
９
年
４

月
に
、
税
率
３
％
で
導
入
さ

れ
ま
し
た
。
97
年
４
月
に
は

５
％
に
、
２
０
１
４
年
４
月

に
は
８
％
に
増
税
さ
れ
ま
し

た
。２
０
１
５
年
10
月
、２
０

１
７
年
４
月
の
10
％
へ
の
増

税
は
延
期
と
な
り
ま
し
た
。

　

消
費
税
は
社
会
保
障
の
た

め
、
あ
る
い
は
税
制
再
建
の

た
め
と
言
わ
れ
て
い
ま
し
た

が
、
実
際
に
は
、
高
額
所
得

者
や
大
企
業
の
減
税
財
源
に

利
用
さ
れ
て
き
ま
し
た
（
資

料
①
）。

　

２
０
１
９
年
10
月
に
は
、

10
％
へ
の
増
税
が
言
わ
れ
て

い
ま
す
。
飲
食
料
品
な
ど
は

８
％
に
据
え
置
く
こ
と
で
国

民
の
批
判
を
か
わ
そ
う
と
し

て
い
ま
す
。
し
か
し
、
増
税

が
実
施
さ
れ
れ
ば
一
世
帯
当

た
り
６
万
２
０
０
０
円
の
負

担
増
と
な
り
、
国
民
生
活
に

与
え
る
影
響
は
大
き
い
と
言

わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。

　

消
費
税
は
、
低
所
得
者
ほ

ど
負
担
割
合
が
大
き
く
な
る

逆
進
性
の
税
金
で
す
。
憲
法

の
目
指
す
税
制
は
経
済
能
力

に
応
じ
て
税
金
を
負
担
す
る

応
能
負
担
の
税
制
で
す
。
消

費
税
は
こ
の
こ
と
に
反
す
る

税
金
と
言
え
ま
す
。

は
、
こ
の
番
号
を
適
格
請
求

書
に
記
載
し
、
取
引
ご
と
に

発
行
す
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。

　

消
費
税
の
仕
入
税
額
控
除

の
計
算
に
は
、
適
格
請
求
書

の
保
存
が
要
件
と
な
り
ま

す
。
適
格
請
求
書
以
外
の
請

求
書
等
の
取
引
は
、
仕
入
税

額
控
除
が
で
き
ま
せ
ん
。
登

録
事
業
者
と
の
取
引
で
な
け

れ
ば
、
消
費
税
の
仕
入
税
額

控
除
が
で
き
な
い
制
度
に
な

る
の
で
す
。
こ
れ
が
「
日
本

版
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
」
で

す
。

税
事
業
者
は
個
人
・
法
人
あ

わ
せ
て
５
０
０
万
事
業
者
に

な
り
ま
す
（
資
料
③
）。

　

医
療
機
関
の
場
合
、
自
費

診
療
収
入
等
が
消
費
税
の
課

税
取
引
と
な
り
ま
す
。
開
業

医
の
先
生
方
の
多
く
は
、
自

費
収
入
が
１
０
０
０
万
円
以

下
で
、
免
税
事
業
者
と
思
わ

れ
ま
す
。
し
か
し
、
イ
ン
ボ

イ
ス
制
が
実
施
と
な
る
と
、

ど
う
な
る
で
し
ょ
う
か
。
以

下
、
こ
の
点
を
考
え
て
み
た

い
と
思
い
ま
す
。

消
費
税
を
納
税
し
ま
す
。
差

引
で
40
万
円
の
赤
字
と
な
り

ま
す
。

　

Ｂ
社
は
、
Ａ
社
の
外
注
取

引
に
つ
い
て
は
仕
入
税
額
控

除
の
計
算
対
象
と
な
り
ま

す
。
例
①
と
同
じ
と
な
り
、

２
０
０
万
円
の
消
費
税
を
納

税
し
、
利
益
は
０
円
で
す
。

⑶　

Ａ
社
は
登
録
事
業
と
な

り
ま
せ
ん
。
そ
の
代
わ
り
親

会
社
Ｂ
社
の
負
担
す
る
消
費

税
分
を
値
引
き
す
る
こ
と
と

し
ま
す
。

　

Ａ
社
は
、
80
万
円
分
値
引

き
を
し
て
、
売
上
は
８
０
０

万
円
と
な
り
ま
す
（
例

⑤
）。
仕
入
や
経
費
等
は
変

わ
り
ま
せ
ん
。
80
万
円
売
上

減
少
と
な
る
た
め
差
し
引
き

80
万
円
の
赤
字
と
な
り
ま

す
。

　

Ｂ
社
は
、
Ａ
社
へ
の
外
注

費
は
仕
入
税
額
控
除
が
で
き

な
い
た
め
、
消
費
税
は
２
８

０
万
円
の
納
税
と
な
り
ま
す

（
例
⑥
）。
し
か
し
、
外
注

費
が
80
万
円
値
引
き
さ
れ
る

の
で
、
会
社
は
利
益
０
円
と

な
り
ま
す
。

書
を
発
行
す
る
場
合
も
、
登

録
番
号
の
記
載
が
な
い
と
、

「
こ
こ
の
先
生
は
消
費
税
を

納
め
て
い
な
い
」
と
勘
ぐ
ら

れ
る
こ
と
に
も
な
り
ま
す
。

先
生
方
も
、
登
録
事
業
者
と

な
る
か
ど
う
か
の
選
択
を
迫

ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

医
療
機
関
は
、
保
険
診
療

収
入
が
非
課
税
の
た
め
、
薬

品
・
材
料
、
機
械
・
器
具
、
経

費
等
の
消
費
税
は
自
己
負
担

を
強
い
ら
れ
て
い
ま
す
。
い

わ
ゆ
る
「
損
税
問
題
」
で
す
。

　

消
費
税
は
、
国
民
が
そ
の

負
担
を
強
い
ら
れ
る
税
金
で

す
。
ま
た
、
国
民
に
分
断
と

対
立
を
も
た
ら
す
税
金
で
も

あ
り
ま
す
。
来
年
10
月
の
消

費
税
増
税
と
イ
ン
ボ
イ
ス
制

の
導
入
は
中
止
す
べ
き
で
あ

る
と
考
え
ま
す
。

 

（
終
わ
り
）

し
て
消
費
税
の
申
告
・
納
税

は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、

イ
ン
ボ
イ
ス
制
の
下
で
は
、

そ
う
は
い
き
ま
せ
ん
。
開
業

と
同
時
に
、
登
録
事
業
者
を

選
択
せ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。

若
い
人
た
ち
の
開
業
・
独
立

が
困
難
に
な
る
の
で
は
、
と

懸
念
さ
れ
ま
す
。

は
じ
め
に

は
じ
め
に

日
本
版
イ
ン
ボ
イ
ス
制
の
導
入

日
本
版
イ
ン
ボ
イ
ス
制
の
導
入

開
業
医
の
皆
さ
ん
へ
の
影
響
は
？

開
業
医
の
皆
さ
ん
へ
の
影
響
は
？

５
０
０
万
の
免
税
事
業
者
は

５
０
０
万
の
免
税
事
業
者
は

ど
う
な
る
か

ど
う
な
る
か

イ
ン
ボ
イ
ス
制
が
実
施
さ
れ
る
と

イ
ン
ボ
イ
ス
制
が
実
施
さ
れ
る
と

ど
う
な
る
か

ど
う
な
る
か

５
０
０
万
の
免
税
事
業
者
は

５
０
０
万
の
免
税
事
業
者
は

存
亡
の
危
機
に

存
亡
の
危
機
に

資料①　消費税収と法人３税の減収額 （単位：兆円）

資料②　適格請求書等（インボイス）保存方式

例①　Ａ社（Ｂ社の下請会社）
（以下、税込経理・単位：万円）

売上 880
仕入 330
経費 110
給与 440
消費税 0
利益 0

例⑤　Ａ社　非登録事業者・売上値引
売上 800
仕入 330
経費 110
給与 440
消費税 ―
利益 △ 80

例②　Ｂ社（Ａ社の親会社）10％で計算
消費税計算

売上 4400 ×10/110 400
仕入 1100 ×10/110 △ 100
外注（Ａ社） 880 ×10/110 △ 80
経費 220 ×10/110 △ 20
給与 2000 ― ―
消費税 200 ←納税 200
利益 0

例③　Ｂ社　外注（Ａ社）が非登録事業者
消費税計算

売上 4400 ×10/110 400
仕入 1100 ×10/110 △ 100
外注（Ａ社） 880 ― ―
経費 220 ×10/110 △ 20
給与 2000 ― ―
消費税 280 ←納税 280
利益 △ 80

例⑥　Ｂ社　外注（Ａ社）が例⑤の場合
消費税計算

売上 4400 ×10/110 400
仕入 1100 ×10/110 △ 100
外注（Ａ社） 800 ― ―
経費 220 ×10/110 △ 20
給与 2000 ― ―
消費税 280 ←納税 280
利益 0

例④　Ａ社　登録事業者となる
消費税計算

売上 880 ×10/110 80
仕入 330 ×10/110 △ 30
経費 110 ×10/110 △ 10
給与 440 ― ―
消費税 40 ←納税 40
利益 △ 40

資料③　全事業者数に占める免税事業者数

出所）財務省・総務省公表データにより計算した数字を「消費税廃止各界連絡会」が作成。
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消費税収

法人３税の税収の
89年度比

1414 17171616151513131212111110100909080807070606040403030202010100009999989897979696949493939292919190908989 9595 0505

累計 349兆円累計 349兆円

累計 280兆円

消費税収の
８割!?

請求書
㈱○○御中 平成XX年10月31日

10月分　131,200円（税込）

日付 品名 金額

10/1 小麦粉　※ 5,400円

10/1 牛肉　※ 10,800円

10/2 キッチンペーパー 2,200円

… … …

合計 120,000円 消費税　11,200円

10％対象 80,000円 消費税　8,000円

８％対象 40,000円 消費税　3,200円

※軽減税率対象 △△商店

登録番号×××××××××

＝新たな記載事項

税込も可

（単位：者、社）

全事業者数の状況 割合

課税事業者数
個人 1,433,507 16.7％

法人 2,059,819 24.0％

免税事業者数
（推計）

個人 4,250,893 49.5％

法人 836,913 9.8％

合計数 8,581,132 100％

59.3％
財務省資料より（2011年12月）


